
生駒市条例第９号 

生駒市景観条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年３月１３日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市景観条例の一部を改正する条例 

 生駒市景観条例（平成２２年１２月生駒市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「について､｣を「についての基本理念を定め、並びに」に改める。 

 第２２条を第２３条とし、第２１条を第２２条とする。 

 第２０条第７項中「第１１条第２項、第１２条及び第１４条」を「第１２条第

２項、第１３条及び第１５条」に改め、同条を第２１条とする。 

 第１９条を第２０条とし、第１８条を第１９条とする。 

 第１７条中「第９条第７項第５号」を「第１０条第７項第５号」に改め、同条

を第１８条とする。 

 第１６条中「第９条第１項第１号」を「第１０条第１項第１号」に改め、同条

を第１７条とする。 

 第１５条を第１６条とし、第１０条から第１４条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第９条第８項中「第６条第２項」を「第７条第２項」に改め、同条を第１０条

とする。 

 第８条を第９条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第４条中「事業者は」の次に「、基本理念にのっとり」を加え、同条を第５条

とする。 

 第３条中「市民は」の次に「、基本理念にのっとり」を加え、同条を第４条と

する。 



 第２条第１項中「市は」の次に「、前条に定める基本理念（以下「基本理念」

という｡)にのっとり」を加え、同条を第３条とする。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

（基本理念） 

第２条 良好な景観は、地勢、自然、歴史、文化その他地域の特性を理解し、尊

重しながら、快適な生活を営むことができるよう市、市民及び事業者が協働し

て整備、保全及び創出を図り、ひいては将来の世代へ承継していくものである

ことを旨として、形成されなければならない。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


